
 

結城市では不妊治療を受けたご夫婦に、治療費（自己負担額）の一部を助成しています。 

対象となる治療   

体外受精及び顕微授精（生殖補助医療）と併用して実施した先進医療 

上記、不妊治療の過程において行われる男性不妊治療 

 

助成額 

    年度内の上限１０万円まで （上限に達するまで複数回申請可能） 

    ※限度額認定を控除した額に対して助成 

 

申請期限 

令和9年３月３１日まで  

※1回の治療終了ごとに治療終了後60日以内または年度の末日いずれかの早い日 

 

対象となるご夫婦 

（１）法律上の婚姻をしている夫婦又は生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚関係にある夫婦 

（２）治療開始期間の初日の妻の治療開始年齢が４３歳未満であること 

（３）生殖補助医療または男性不妊治療を受けていること 

（４）夫及び妻のいずれもが、治療開始日から住所を本市に有し、治療終了後も本市に定住する意思を有すること。

ただし、事実婚関係にある夫婦については、夫及び妻のいずれもが治療開始日から住所を本市に有し、治療終了

後も本市に定住する意思を有するとともに同居していること。 

（５）市税等を滞納していない夫婦であること 

（６）申請する生殖補助医療費について、他市町村が実施する同様の趣旨の助成等を受けていないこと 

 

申請に必要なもの  ※申請書は、健康増進課の窓口でお渡しします。 

※住民票の記載内容により、ご夫婦の婚姻関係が確認できない場合は、戸籍謄本及び市税等に滞納が 

ないことを証明するものも提出してください。（例：ご夫婦の住民票が異なる場合など） 

※事実婚の方は、夫婦両方の住民票及び戸籍謄本を提出してください。 

 

  

№ 書類種別 

１ 令和8年度結城市不妊治療費助成金交付申請書（様式第１号） 

２ 令和8年度結城市不妊治療費助成事業受診等証明書（様式第２号）  

３ 令和8年度結城市不妊治療費助成金交付申請に係る状況確認に関する同意書（様式第３号）※ 

4 医療機関発行の領収書・明細書の写し 

5 債権者登録申請書 

6 通帳など振込先の口座が分かるもの 

7 限度額認定証または限度額認定区分が確認できる書類   ※対象の方のみ 

令和８年度 結城市不妊治療費助成事業のご案内 



限度額適用について 

●マイナ保険証をご利用の方 

申請時にマイナポータルで限度額区分を確認します。ログインができるか事前に確認してください。 

●健康保険証をご利用の方 

必ず限度額適用認定証を受診時に受付に提示して治療を受けてください。 

 

申請にあたっての注意点 

（1）R8年度より、助成を受けるには、事前相談が必要なります。 

（2）助成金の受給には、医療機関での「限度額適用認定証」の提示が必須です。提示がない場合、限度額を

超えた治療費の助成を受けることはできません。 

（3）1回の治療・検査が終了後60日以内または年度の末日いずれかの早い日 

（4）申請期限終了後の申請は、受理できません。 

 ※やむを得ない理由により申請期限内に申請できない場合には、申請期限内に健康増進課までご相談

ください。 

 

申請までの流れ 

① 限度額適用認定証の交付を受ける（マイナ保険証をご利用の方は事前相談時にお申し出ください。） 

② 市に事前相談する（健康増進課の窓口） 

③ 医療機関にて検査・治療を受ける 

④ 医療機関で「結城市不妊治療費助成事業受診等証明書を作成してもらう 

⑤ 申請に必要な書類等の確認をする 

対象者  必要書類 

全員 □ 令和8年度結城市不妊治療費助成金交付申請書（様式第１号） 

全員 □ 令和8年度結城市不妊治療費助成事業受診等証明書（様式第２号）  

全員 □ 令和 8 年度結城市不妊治療費助成金交付申請に係る状況確認に関する同意書（様式第３

号）※ 

全員 □ 医療機関発行の領収書・明細書の写し 

健康保険証をご

利用の方 

□ 限度額適用認定証 

マイナ保険証ご

利用の方 

□ マイナポータルへのログインができるか確認する 

□ マイナンバーカードとスマートフォン 

全員 □ 債権者登録申請書 

全員 □ 通帳など振込先の口座が分かるもの 

事実婚関係にあ

る方 

□ 夫婦それぞれの戸籍謄本 

 

⑥ 市へ申請する（治療が終了した日の60日以内または属する年度内の末日まで） 

 

申請場所及び問合せ先      結城市健康増進課（母子保健係）☎０２９６－３４－０３２９ 



 

 


